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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月4日(2012.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを格納する記憶手段と、
　前記記憶手段から前記画像データを複数の画像データに分割して読み出す読み出し手段
と、
　前記読み出し手段により読み出された画像データに対してそれぞれ画像処理を行う複数
の画像処理手段と、
　前記複数の画像処理手段により処理された複数の処理済の画像データを受け取って不要
画素を削除した後に結合する画像結合手段と、
　前記複数の画像処理手段による画像処理がシフト処理を含む場合、前記複数の画像デー
タを当該シフト処理に対応してシフトさせ、かつ前記複数の画像データの一部を重複させ
た重複領域を含んで読み出すように前記読み出し手段に指示し、前記シフト処理に応じて
前記画像結合手段に前記不要画素を削除するよう指示する制御手段と、
　前記画像結合手段により結合された画像データを出力する出力手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記画像処理は、主走査方向の複数の参照画素を要する画像処理を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記読み出し手段は、前記画像データを複数のブロックに分割した各ブロックごとに読
み出し、前記重複領域の幅は前記ブロックの幅であることを特徴とする請求項１又は２に
記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像結合手段は、前記複数の画像処理手段により処理された複数の処理済の画像デ
ータの重複領域を結合したとき、前記重複領域の合計幅が前記ブロックの幅と等しくなる
ように前記不要画素を削除することを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　画像データを格納するメモリから前記画像データを複数の画像データに分割して読み出
す読み出し工程と、
　前記読み出し工程により読み出された複数の画像データに対して、それぞれ並行して画
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像処理を行う画像処理工程と、
　前記画像処理工程で処理された複数の処理済の画像データを受け取って不要画素を削除
した後に結合する画像結合工程と、
　前記画像処理工程の画像処理がシフト処理を含む場合、前記読み出し工程において前記
複数の画像データを当該シフト処理に対応してシフトさせ、かつ前記複数の画像データの
一部を重複させた重複領域を含んで読み出すように指示し、前記画像結合工程において前
記シフト処理に応じて前記不要画素を削除するよう指示する制御工程と、
　前記画像結合工程で結合された画像データを出力する出力工程と、
を有することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項６】
　前記画像処理は、主走査方向の複数の参照画素を要する画像処理を含むことを特徴とす
る請求項５に記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項７】
　前記読み出し工程において、前記画像データを複数のブロックに分割した各ブロックご
とに読み出し、前記重複領域の幅は前記ブロックの幅であることを特徴とする請求項５又
は６に記載の画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　前記画像結合工程において、前記複数の画像処理工程により処理された複数の処理済の
画像データの重複領域を結合したとき、前記重複領域の合計幅が前記ブロックの幅と等し
くなるように前記不要画素を削除することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置の
制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　図１１（Ｅ）及び図１１（Ｆ）を拡大し、更に、原画像データにおける元の位置を考慮
して両者を並べて配した状態を図１１（Ｇ）に示す。図１１（Ｇ）に示すように、左側の
分割画像１１０１の重複領域１１０３における有効画像部分１１２２と、右側の分割画像
１１０２の重複領域１１０４における有効画像部分１１２３とでは、領域１１２４が重複
している。左側の分割画像の重複領域における有効画像部分１１２２の画素幅は５画素で
、右側の分割画像の重複領域における有効画像部分１１２３の画素幅は２９画素であるた
め、これら有効画像部分１１２２，１１２３の重複画素数は２９＋５－３２＝２画素とな
る。従って、この重複領域１１２４の画素数分画素を削除して、左側の分割画像１１０５
と右側の分割画像１１０６とを結合する。これにより、左右の分割画像１１０５，１１０
６の境界部を過不足なく結合することができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　又、本実施形態２において、Ｓ＝２６の場合にはＬ＋Ｒ＝６となり、左側の分割画像の
不要画素部分１１２０の画素数と、右側の分割画像の不要画素部分１１２１の画素数との
和と一致する。この場合、削除すべき画素数はＬ＝Ｒ＝３となり、Ｓの上限値は「２６」
となる。


	header
	written-amendment

